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北海道ギャンブル等依存症対策推進会議「対策推進部会」設置要綱 新旧対照表（案） 
 

改   定  （案） 現        行 備考 

北海道ギャンブル等依存症対策推進会議「対策推進部会」設置要綱  

（設置） 

第１条 （略） 

 

（検討事項） 

第２条 部会は次に掲げる事項について協議・検討を行う。 

 （１）北海道ギャンブル等依存症対策推進計画に関すること 

 （２）北海道内のギャンブル等依存症対策の推進に関すること 

 （３）その他、部会の検討に関し必要な事項 

 

（構成機関） 

第３条 （略） 

 

（部会の開催） 

第４条 （略） 

 

（議事進行） 

第５条 （略） 

 

（庶務） 

第６条 （略） 

 

（その他） 

第７条 （略） 

 

附則 

この要綱は令和２年４月１日から施行する。 

  

附則 

この要綱は令和３年５月 10日から施行する。 

 

附則 

この要綱は令和●年●月●日から施行する。 

 

北海道ギャンブル等依存症対策推進会議 対策推進部会 構成機関 （略） 

北海道ギャンブル等依存症対策推進会議「対策推進部会」設置要綱  

（設置） 

第１条 （略） 

 

（検討事項） 

第２条 部会は次に掲げる事項について協議・検討を行う。 

 （新設） 

 （１）北海道内のギャンブル等依存症対策の推進に関すること 

 （２）その他、部会の検討に関し必要な事項 

 

（構成機関） 

第３条 （略） 

 

（部会の開催） 

第４条 （略） 

 

（議事進行） 

第５条 （略） 

 

（庶務） 

第６条 （略） 

 

（その他） 

第７条 （略） 

 

附則 

この要綱は令和２年４月１日から施行する。 

  

附則 

この要綱は令和３年５月 10日から施行する。 

 

 

 

 

北海道ギャンブル等依存症対策推進会議 対策推進部会 構成機関 （略） 

 

 

 

 

 

 

※計画策定に関す
ることを追加 

 


